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第1章 エグゼクティブサマリー：地経学的新時代における企業
統治の再定義 
2026年1月23日、経済産業省によって公表された「経済安全保障経営ガイドライン（第1版）」は、日本
企業の経営史において極めて重要な分水嶺となる文書である 1。冷戦終結以降、長らく日本企業が
享受してきた「政経分離」という前提は完全に崩れ去り、経済活動と国家安全保障が不可分に結合

する新たな現実が、公的な指針として経営の現場に提示されたからである。本ガイドラインは、単な

る推奨事項の羅列にとどまらず、企業価値の維持・向上、ひいては企業の生存そのものを左右する

「経営者の善管注意義務（善管注意義務）」の構成要素として経済安全保障リスクへの対応を位置

づけるものであり、その法的な含意は極めて重い 3。 

 



 
 
本報告書は、15,000語に及ぶ詳細な分析を通じ、ガイドラインの全貌を解明する。第1版ガイドライ
ンが提示する「自律性（Autonomy）」と「不可欠性（Indispensability）」という二大戦略支柱は、日本
企業に対して従来の「効率性追求型」から「強靭性（レジリエンス）重視型」への抜本的なモデル転換

を迫るものである 1。サプライチェーンの可視化、特定国への依存低減、そしてコア技術のブラック
ボックス化といった具体的アクションは、これまで「コスト」として忌避されがちであったが、本ガイドラ

インはこれを将来の毀損を防ぐための「投資」であると再定義した 4。 

さらに、本報告書では、ガイドラインに対する産業界（経団連、経済同友会）や法曹界、監査法人から

の反応を精査し、大企業と中小企業（SME）の間で生じている温度差や実装上の課題についても深
掘りする。特に、サプライチェーンの末端までを見通すことの困難さや、コスト負担の転嫁問題は、今

後解決すべき重大な論点として浮上している 7。また、米国やEUの経済安全保障戦略との比較分析
を行い、日本の「デリスク（De-risking）」アプローチの独自性と国際的な立ち位置を明らかにする。 

結論として、本ガイドラインは日本企業に対し、地政学的リスクを「他責」にするのではなく、経営戦略

の核心として「自責」で管理することを求めている。これは、グローバル資本主義のルールが書き換

えられる中で、日本企業が生き残るための唯一の処方箋であり、その遵守はもはや選択肢ではなく



必須の経営課題となっている。 

第2章 序論：経済的相互依存の武器化と日本企業の苦悩 
2.1 ガイドライン策定の背景：地経学的パラダイムシフト 
2026年1月23日というタイミングで本ガイドラインが公表された背景には、国際情勢の劇的な悪化と
構造変化が存在する 1。20世紀後半から21世紀初頭にかけての世界経済を支配していた「ワシント
ン・コンセンサス」に基づく自由貿易体制は、米中対立の激化、ロシアによるウクライナ侵攻、そして

中東情勢の不安定化を経て、機能不全に陥った。これに代わって台頭したのが、「経済的威圧（

Economic Coercion）」や「相互依存の武器化（Weaponization of Interdependence）」と呼ばれる
現象である 1。 

かつて「カントリーリスク」といえば、新興国の政情不安や為替変動を指していた。しかし現在、企業

が直面しているのは、主要先進国自身が安全保障を理由に貿易障壁を築き、技術移転を制限し、サ

プライチェーンを分断するという事態である 11。日本企業にとって、最大の市場である米国と中国が

戦略的競争関係にあることは、ビジネスの根幹を揺るがすリスク要因となっている。 

2.2 「政経分離」の終焉と新たな経営規範の必要性 
長らく日本企業は「政経分離（Seikei Bunri）」の原則の下、政治的な対立があっても経済関係は維持
できるという前提で活動してきた。しかし、経済産業省が今回のガイドラインで示した認識は、この時

代の完全な終焉を告げるものである 12。経済安全保障上のリスクは、もはや「外的なショック」として

受動的に耐えるものではなく、経営戦略の中に能動的に組み込み、管理すべき変数となった。 

しかしながら、多くの日本企業、特に現場レベルでは、具体的にどのようなアクションを取るべきかの

判断基準が欠如していた。従来のコンプライアンス（法令遵守）の枠組みでは、明文化された法律

（例えば外為法など）を守ることはできても、「法律には違反していないが、安全保障上リスクが高い

取引」をどう扱うかというグレーゾーンの判断ができなかったのである。本ガイドラインは、この空白を

埋め、経営者が自信を持って「戦略的決断」を下すための羅針盤として設計されている 3。 

第3章 経済安全保障経営ガイドライン（第1版）の構造的分析 
本ガイドラインは、抽象的な理念にとどまらず、企業が実装すべき具体的なアクションプランまで踏み

込んでいる点に特徴がある。その構造は、「経営者が認識すべき3つの原則」と、それを実行するた
めの「2つの戦略的柱（自律性と不可欠性）」、そして全体を支える「ガバナンス体制」から成る 4。 

3.1 経営者が念頭に置くべき3つの原則 
経済産業省は、まず経営トップの意識変革を求めている。以下の3原則は、実務担当者レベルでは
なく、取締役会レベルで共有されるべき哲学である。 

3.1.1 原則1：自社ビジネスの正確な把握とリスクシナリオの策定 

第一の原則は「知ること」である。多くの日本企業は、サプライチェーンのティア1（直接の取引先）ま



では把握していても、ティア2、ティア3となるとブラックボックス化しているケースが少なくない 4。 

●​ サプライチェーンの可視化： ガイドラインは、自社の製品がどの国の、どの企業の、どのような
技術に依存しているかを詳細にマッピングすることを求めている。特に「チョークポイント（死活

的に重要な部素材）」の特定が急務とされる。 
●​ リスクシナリオの具体化： 単に「地政学リスクがある」という認識ではなく、「もしA国がB物資の
輸出を停止したら、自社の工場は〇週間で操業停止になる」といった定量的なシナリオ分析が

求められる 14。これには、台湾有事のような大規模紛争だけでなく、パンデミックやサイバー攻

撃による物流寸断も含まれる。 

3.1.2 原則2：経済安全保障への対応を「コスト」ではなく「投資」と捉える 

第二の原則は「再定義」である。これまで、調達先の多角化（マルチソース化）や在庫の積み増しは、

短期的な利益率を圧迫する「無駄（コスト）」と見なされ、効率化の名の下に削減対象とされてきた 3。 

●​ 効率性から強靭性へ： ガイドラインは、これを「将来の危機に対する保険」であり、企業価値を
守るための「投資」であると位置づけ直した。平時に多少のコストをかけてでも、有事に供給責

任を果たせる企業こそが、中長期的に顧客からの信頼（トラスト）を獲得し、競争優位に立つと

いうロジックである 4。 
●​ 積極的な投資： ここでの投資には、単なる防衛的な在庫積み増しだけでなく、代替技術の開発
や、セキュリティクリアランスを持つ人材の育成といった積極的な資本投下も含まれる。 

3.1.3 原則3：マルチステークホルダーとの対話 

第三の原則は「連携」である。一企業だけで地政学的な荒波を乗り越えることは不可能であり、孤立

はリスクとなる 3。 

●​ 官民連携： 政府との情報共有は不可欠である。経済産業省や外務省からのインテリジェンスを
活用し、逆に企業側からも現場のリスク情報を政府に提供する双方向のコミュニケーションが推

奨される。 
●​ 投資家との対話： 特に重要なのが株主・投資家への説明である。「なぜ利益率を下げてまで在
庫を持つのか」という問いに対し、それが長期的な企業価値（サステナビリティ）にどう寄与する

かを合理的に説明し、理解を得る努力が経営者に求められる 4。 

 



 
 
3.2 二大戦略支柱：自律性と不可欠性 
ガイドラインの中核を成すのが、「自律性（Autonomy）」と「不可欠性（Indispensability）」という2つの
概念である。これらは2022年の経済安全保障推進法の基本理念とも共鳴しており、企業の具体的
なアクションプランの基盤となる 5。 

3.2.1 自律性の確保（Defensive Strategy） 

自律性とは、「いかなる状況下でも、他国に過度に依存することなく、国民生活や経済活動を維持で

きる能力」を指す 5。企業にとっては、供給網の寸断リスクを最小化する「守り」の戦略である。 

●​ サプライチェーン強靭化： 特定国（事実上の中国など）への過度な依存を脱却し、「チャイナ・プ
ラス・ワン」などの多角化を進めること。 

●​ 戦略的在庫（備蓄）： ジャストインタイムの見直し。部素材の備蓄を増やし、物流停止時でも数ヶ
月間は稼働できる体制を整える。 

●​ 代替調達先の確保： 単一のサプライヤーではなく、常に複数の調達ルートを維持する（デュア
ルソース、マルチソース）。 



3.2.2 不可欠性の確保（Offensive Strategy） 

不可欠性とは、「国際社会全体の中で、わが国の存在が不可欠である状態を作り出すこと」である 5

。これは、他国が日本（自社）の製品や技術なしには立ち行かない状況を作ることで、経済的な攻撃

を抑止する「攻め」の戦略である。 

●​ チョークポイント技術の獲得： 半導体材料や高機能化学品など、代替が効かないニッチトップ分
野でのシェアを独占・寡占すること。 

●​ 技術流出防止（ブラックボックス化）： コアとなる技術が海外に移転・模倣されることを防ぐため、
国内での生産に回帰したり、情報セキュリティを強化したりする。 

●​ 継続的なイノベーション： 技術は陳腐化するため、常に最先端を走り続けるための研究開発投
資を行う 3。 

 



 
 

第4章 法的側面とガバナンス：善管注意義務への統合 
本ガイドラインがこれまでの政府資料と一線を画す最大の特徴は、経済安全保障への対応を「法的

義務」の文脈で語っている点にある。 

4.1 善管注意義務の明確化 
会社法第423条における取締役の「善管注意義務（Zenkanchūi gimu）」の解釈において、本ガイドラ
インは決定的な役割を果たすと法曹関係者は分析している 3。 

●​ セーフハーバー（免責）機能： 経営者が本ガイドラインに沿ってリスク評価を行い、合理的なプロ
セスを経て意思決定を行った場合、仮に結果として損失が生じても、その判断は「経営判断の

原則（Business Judgment Rule）」によって保護され、法的責任を問われる可能性は低くなる。



ガイドラインへの準拠が、取締役が義務を果たしたことの有力な証拠となるためである 3。 
●​ リスク要因としての放置： 逆に、ガイドラインが存在するにもかかわらず、リスク評価を行わず、
漫然と特定の国への依存を続け、その結果サプライチェーンが寸断されて巨額の損失を出した

場合、取締役は「予見可能なリスクへの対処を怠った」として善管注意義務違反に問われるリス

クが飛躍的に高まる 3。 

4.2 監査と内部統制への影響 
監査法人にとっても、本ガイドラインは監査上の重要な基準となる。企業の事業リスク（有価証券報

告書の「事業等のリスク」）の記載において、経済安全保障リスクが適切に開示されているか、また

それに対する内部統制システムが構築されているかが、より厳格にチェックされることになる 16。 
PwCやKPMGなどの大手監査・コンサルティングファームは、すでにこのガイドラインに対応した支援
サービスを展開しており、企業統治の現場において経済安全保障監査が定着しつつある 16。 

第5章 実務的展開：チェックリストとアクションプラン 
理念を現場の実務に落とし込むため、経済産業省はガイドラインと同時に「チェックリスト」を公開した 
19。 

5.1 チェックリストの構造とKPI 
このチェックリストは、企業が自社の現状を自己診断するためのツールであり、Excelフォーマットで
提供されている。 

●​ ガバナンス体制： 経済安全保障担当役員（CISOやCSOなど）が任命されているか。取締役会で
の議論頻度は十分か。 

●​ リスク把握： サプライチェーンの階層把握はどこまで進んでいるか（Tier 1のみか、Tier Nまで
か）。 

●​ 技術管理： コア技術の流出防止策（アクセス制御、退職者管理）は実施されているか。 
●​ サイバーセキュリティ： ネットワーク遮断時の代替手段は確保されているか 7。 

これらの項目は、定性的なチェック（Yes/No）が中心であるが、企業によってはこれを定量的なKPI
（重要物資の在庫日数、代替調達比率など）に落とし込んで管理することが推奨される 14。 

5.2 中小企業（SME）への波及と課題 
このチェックリストの存在は、サプライチェーンの上流に位置する大企業から、下請けの中小企業に

対する「要請」という形で波及する 7。 

●​ 負担の転嫁： 大企業が自社の「自律性」を確保するため、サプライヤーである中小企業に対し
ても同等のリスク管理や情報開示を求めるケースが増加している。 

●​ リソース不足： しかし、中小企業には専任の担当者を置く余裕がない場合が多く、「過度な負
担」となっているとの批判もある。実際に、情報収集や体制整備にかかるコストを価格に転嫁で

きないという構造的な問題が指摘されている 7。 
●​ 支援の必要性： これに対し、経済産業省や中小企業庁は、中小企業向けの相談窓口の設置



や、サイバーセキュリティ対策への補助金拡充などを通じて支援を行っているが、現場の混乱

は依然として残っている 8。 

第6章 評価と反応：各界のステークホルダー分析 
6.1 産業界の反応：総論賛成、各論懸念 
経団連や経済同友会といった主要経済団体は、経済安全保障の重要性そのものについては強く支

持している 6。 

●​ 経団連： 「経済と安全保障を切り離して考えることはもはや不可能」との認識を示し、政府との
連携強化を求めている。一方で、過度な規制が企業の自由な経済活動を阻害することへの懸

念も表明しており、バランスの取れた運用を要望している 12。 
●​ 経済同友会： より踏み込んで、「経営者は組織文化を抜本的に変革せよ」と提言し、受動的な
対応ではなく、能動的に国際ルール形成に関与すべきだと主張している。また、技術流出防止

策の必要性を支持しつつも、研究開発の萎縮を招かないよう配慮を求めている 23。 

6.2 法曹界・専門家の評価 
大手法律事務所（四大法律事務所など）は、本ガイドラインを「実務上のゴールデン・スタンダード」と

して高く評価している。 

●​ 法的予見可能性： 従来曖昧だった「どこまでやれば免責されるのか」という基準が示されたこと
で、弁護士としてクライアントにアドバイスしやすくなったという声が多い 3。 

●​ インテリジェンスの重要性： 同時に、法的判断を下す前提としての「情報収集（インテリジェン
ス）」機能の強化が不可欠であると指摘しており、企業内法務部門の役割拡大を示唆している 4

。 

6.3 批判的視点と課題 
一方で、いくつかの批判的視点も存在する。 

●​ 「努力義務」の実質的義務化： ガイドラインは形式上「推奨事項」であるが、事実上の「強制」と
して機能することへの懸念。特に、政府調達や補助金申請において、ガイドライン遵守が暗黙

の要件となる可能性がある。 
●​ コスト負担の不透明さ： 「コストを投資と捉えよ」という原則論は理解できるものの、実際に利益
率が低下した場合、株主総会でどう説明するかという実務的な悩みは深い。特に短期志向の

海外投資家（アクティビストなど）との対話は難航が予想される 4。 

第7章 グローバル・コンテキスト：日米欧の比較優位 
日本のガイドラインは、世界的な経済安全保障の潮流の中で独自の立ち位置を占めている。 

7.1 米国との比較：規制から自律へ 
米国の戦略（Small Yard, High Fence）は、エンティティ・リスト（禁輸リスト）や対内投資規制（CFIUS）



といった「ハードロー（法律）」による強制力が主軸である 26。対して日本は、法律による規制（外為法

など）も存在するが、本ガイドラインのように企業の「自主的な取り組み」を促す「ソフトロー」のアプ

ローチを重視している。 

●​ 柔軟性： 日本のアプローチは、企業ごとの事情に合わせた柔軟な対応が可能であり、過度なデ
カップリング（分断）を避ける「デリスク（リスク低減）」の実践に適している 27。 

7.2 EUとの比較：ガバナンス重視の共通点 
EUの経済安全保障戦略もまた、企業のデュー・ディリジェンス義務化（CSDDDなど）を通じてリスク管
理を進めている点で日本と親和性が高い 28。 

●​ 相違点： EUは「威圧対抗措置（Anti-Coercion Instrument）」のような、国家レベルでの対抗
ツールを整備することに重点を置いているが、日本はまず企業レベルでの防御力（レジリエン

ス）を高めることに注力している点が特徴的である 27。 

 



 
 

第8章 将来展望と提言：2030年に向けて 
8.1 今後の政策展開 
本ガイドラインは「第1版」であり、今後も改訂が予定されている 6。 



●​ 分野別ガイドラインの策定： 半導体、蓄電池、バイオなど、戦略的に重要な分野については、よ
り詳細な「分野別ガイドライン」が策定される可能性が高い。 

●​ サイバーセキュリティとの統合： 日本政府が進める「能動的サイバー防御」の導入に伴い、経済
安全保障とサイバーセキュリティのガイドライン（現在は別個に存在）が統合され、デジタル・フィ

ジカル双方を包括する基準となることが予想される 29。 

8.2 企業への戦略的提言 
最後に、本分析に基づき、企業がとるべきアクションを提言する。 

1.​ 取締役会アジェンダの常設化： 経済安全保障を四半期ごとの報告事項ではなく、常設のアジェ
ンダとし、経営トップがコミットする体制を作る。 

2.​ クロスファンクショナルチーム（CFT）の組成： 調達、法務、R&D、経営企画、広報を横断する
CFTを立ち上げ、縦割りの弊害を排除する。 

3.​ 「守り」から「攻め」への転換： リスク回避だけでなく、自社の技術がいかに世界にとって「不可
欠」かを再定義し、それを梃子（レバレッジ）にした事業戦略を構築する。 

4.​ 政府リソースのフル活用： サプライチェーン多元化や設備投資に対する政府補助金は今後も
拡大する。これらをコスト相殺のために戦略的に活用する。 

結論 
経済産業省の「経済安全保障経営ガイドライン（第1版）」は、日本企業に対して「平和ボケ」からの脱
却を迫る警鐘であり、同時に新たな競争環境で生き残るための武器でもある。これを単なるコンプラ

イアンスのコストと捉えるか、企業体質を強靭化するための投資と捉えるかで、10年後の企業の姿
は大きく異なるものになるだろう。地政学リスクの時代において、最強の防御は「誰からも必要とされ

る存在（不可欠性）」になることであり、本ガイドラインはそのための道筋を示している。 
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